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回
覧

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
・
納
付
も

お
忘
れ
な
く
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令
和
４
年
分
の
贈
与
税
の
申
告
は
、

令
和
５
年
２
月
１
日
か
ら
３
月
15
日

ま
で
で
す
。

納
税
も
申
告
期
限
と
同
じ
日
ま
で
に

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
贈
与
税

額
が
10
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
金
銭
で

一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
延
納

の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

個
人
事
業
者
の
令
和
４
年
分
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
・
納
付

の
期
限
は
、
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

で
す
。

ご
準
備
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

令
和
４
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
令
和
５
年

３
月
15
日
ま
で
で
す
。

確
定
申
告
書
等
の
作
成
に
は
、
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
、
よ
り
一

層
便
利
に
な
っ
た
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
使
用
す
る
な
ど
、
ご
自
宅
か
ら
申

告
で
き
る
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
を
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

税
務
署
で
は
、
感
染
症
対
策
の
た
め
、

確
定
申
告
会
場
へ
の
来
場
者
の
削
減
・

分
散
を
図
る
な
ど
の
対
策
が
取
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
会
場
内
の
混
雑

緩
和
の
た
め
、
確
定
申
告
会
場
へ
の
入

場
に
は
、
入
場
で
き
る
時
間
枠
が
指
定

さ
れ
た
「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ
た

申
告
準
備
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
の
申
告
を
行
う
必
要
の
な
い
人
で

も
、
個
人
事
業
税
、
個
人
住
民
税
の
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
本
年
10
月
１
日
か
ら
消
費
税

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
り
ま
す
が
、

現
在
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録

を
受
け
て
い
な
い
が
、
今
後
登
録
が
必

要
と
考
え
て
い
る
人
は
、
で
き
る
だ
け

早
い
時
期
に
登
録
申
請
を
お
済
ま
せ
く

だ
さ
い
。

贈
与
税
の
申
告
及
び
納
付

の
期
限
は
３
月
15
日

ま
で
で
す

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
並
び
に
納
付
の
期
限
は

３
月
15 
日
ま
で
で
す
。

３
月
15 
日
ま
で
で
す
。
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税理士による地区無料相談会場のご案内

※　いずれの会場も正午から午後１時まで相談は行っていません。
※　受付時間は、９時３０分から終了時間の３０分前までです。
※　なお、申告会場の混雑状況によっては早めに受付を終了させていただく場合があります。
※　ご来場の際には、前年分の申告書等控え、源泉徴収票（給与・年金収入のある方）、所得控除
　　に係る各種証明書などの申告書の作成に必要な書類等をご持参ください。
※　各会場とも「土地・建物・株式等を売却された所得」、「贈与税」、「相続税」、「山林所得」に関
　　する相談は行っておりませんので、これらに関する相談が必要な場合は、湯浅税務署へお越し
　　ください。
※　なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、次の対応を取らせていただきますのでご理解、
　　ご協力をお願いいたします。
　　①　会場内が密にならないよう入場制限のほか、早めに相談受付を終了する場合があります。
　　②　ご来場される際は、マスク着用をお願いします。（マスクを着用されない場合、入場を
　　　お断りする場合があります。）
　　③　咳・発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、入場をお断りします。
　　④　会場内に筆記用具は用意しておりませんので、ボールペンや計算器具等をご持参ください。

開 設 日

開 設 場 所

有田市文化福祉センター　3階　大会議室

有田川町役場　吉備庁舎　4階　会議室

有田川町役場　清水行政局　2階　大会議室

湯浅納税協会　3階　会議室

●

●

●

6

月

7

火

13

月

14

火 木

16 開 設 時 間

9：30～16：00

9：30～15：00

9：30～16：00

9：30～16：00

2　　月

●

●

金

17

●

会員の皆様へお願い会員の皆様へお願い会員の皆様へお願い

納税協会は納税協会は、、会員を募集しています会員を募集しています納税協会は、会員を募集しています
新しい仲間をご紹介ください。

会費は法人・個人別に定められています。
詳しくは、窓口か電話でお尋ねください。

携帯電話、スマートフォンで右記のQRコードまたは下記のURLへアクセスしてください。
https://www.nk-net.co.jp/kyokai/nyukai/top/83507

ご入会の申し込みはこちらから
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スマートフォンでの
申告が

さらに便利に！

税務署からのお知らせ

納税協会からのお知らせ

※　令和４年分確定申告については、新型コロナウイルス感染症対策として会場への

　来場者の削減・分散を図っております。

※　そのため、会場内の混雑緩和のため、会場への入場には入場できる時間枠が指定

　された「入場整理券」が必要です。

※　なお、公的年金を受給している方は、期間前（２月16日よりも前）から申告相談

　をお受けしています。

確定申告会場の開設期間は、
令和5年２月16日（木）から３月15日（水）までです（土・日・祝日を除く）。

相談受付時間は、16時までです。

※　申告書は「国税庁ホームページ」へアクセスして、

　パソコンやスマホで作成できます。（本誌４ページの国

　税庁ホームページ「令和４年分確定申告特集」参照）

　　また、作成した申告書等はe-Taxを利用して送信して

　いただくか、印刷して提出してください。

　湯浅納税協会では、確定申告期間中（土・日・祝日を除く）は、令和４年分所得税

及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の確定申告にかかる税務相談を行い

ますので、お気軽においでください。

　なお、確定申告期間中は大変混雑しますので、税務相談をご希望されます方は、事

前に電話（63-5454）で予約をお願いします。

税務署で確定申告書の作成・相談を希望される方へ・・・
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国税庁ホームページの「令和4年分確定申告特集」
をクリックした際に表示されるアクセス画面
（湯浅納税協会のホームページからもアクセスできます）
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